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関川・姫川流域治水協議会 趣意説明資料

令和元年東日本台風をはじめ、平成30年７月豪雨や平成29年九州北部豪雨等、近年激

甚な水害が頻発しているところであり、さらに、今後、気候変動による降雨量の増大や

水害の激甚化・頻発化が予測されている。

このような水災害リスクの増大に備えるために、河川・下水道等の管理者が主体とな

って行う対策に加え、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、その河川流域全体のあら

ゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」への転換を進

めることが必要であるとして、令和２年６月１０日付け国水河計第１６号「流域治水プ

ロジェクトの推進について」が発出された。

今般設置する協議会は、同通知に基づき、近年頻発している激甚な水害や気候変動に

よる今後の降雨量の増大と水害の激甚化・頻発化に備え、集水域から氾濫域にわたる流

域全体のあらゆる関係者が協働して、流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」

を計画的に推進するためのものである。

このため、本協議会においては、河川整備計画に基づく河川整備やダム建設、大規模

氾濫減災協議会の取組方針に基づく避難や水防等の取組を十分に共有するとともに、被

害の防止・軽減に資する流域における対策を総合的に検討の上、密接な連携体制を構築

するための協議等を行うこととする。

そして、協議会において流域全体で緊急的に実施すべき流域治水対策の全体像を「流

域治水プロジェクト」として策定・公表し、流域治水を計画的に推進するものである。

以上。


